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○平田副会長 それでは、時間前なんですけれども、皆様おそろいになりましたので、早めから

始めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 それでは、オンラインも、カメラ目線はあまり意識しなくていいですが、令和６年度文京区基

本構想推進区民協議会を始めます。 

 本日は、基本政策３「活力と魅力あふれるまちの創造」基本政策４「文化的で豊かな共生社会

の実現」の２回目となります。 

 最初に、委員の出欠状況や配付資料等について、事務局から説明をお願いいたします。 

○横山企画課長 それでは、まず初めに、委員の出欠状況でございます。 

 本日、出井委員より欠席のご連絡をいただいております。 

 また、青年会議所文京区委員会のほうから、吉原委員に代わりまして、代理で青野委員に出席

をいただいている状況でございます。 

 続きまして、幹事の出席状況をご紹介します。協議会に出席する幹事につきましては、審議に

関係のある部長に出席をいただいております。 

 では、ご紹介いたします。 

 髙橋区民部長です。 

○髙橋区民部長 髙橋です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○横山企画課長 長塚アカデミー推進部長です。 

○長塚アカデミー推進部長 長塚です。よろしくお願いします。 

○横山企画課長 そのほか、関係します課長にも出席をいただいておりますが、こちらにつきま

してのご紹介は省略とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、資料のご紹介でございます。 

 本日使用いたします資料につきましては、以前より配付をしてございますが、まず「文の京」

総合戦略というオレンジ色の冊子が１冊。また、資料第５号としまして、「文の京」総合戦略進

行管理令和６年度戦略点検シートという厚いホチキスどめのものが１冊、それから、資料第６号

「文の京」総合戦略進行管理令和６年度行財政運営点検シートという少し薄めの冊子が１冊ござ

います。 

 また、本日、席上のほうに、本日の次第と座席表を配付してございます。お手元に資料等ない

方いらっしゃいましたら、挙手にてお申出いただけますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 こちらからは以上でございます。 

○平田副会長 それでは、本日の審議に入ります。 

 本日は、前回の主要課題の審議の続きを行います。本日は、主要課題、資料第５号ですね。３

０から３５までと、行財政運営についての二つに分けて審議を行っていきます。 

 なお、本日の終了予定時刻を午後８時３０分とさせていただきたいと思いますので、皆様ご協

力をお願いいたします。 
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 それでは、まずは、３５まで通しというのは厳しいので、主要課題の３０から３２までを関係

部長からご説明をまとめてしていただきます。 

 説明を聞いていただく際は、資料第５号、令和６年度戦略点検シートの主要課題の該当ページ

からご覧ください。 

 それでは、関係部長、よろしくお願いいたします。 

○髙橋区民部長 それでは、区民部長、髙橋よりご説明いたします。 

 資料第５号の９８ページをお開きください。主要課題３０、中小企業の企業力向上になります。 

 こちらの主要課題の４年後の目指す姿は、デジタルトランスフォーメーションへの対応や、多

様な人材の確保など、区内中小企業の経営基盤が強化されるとともに、生産性を高める取組が推

進され、持続可能な企業活動が活発に行われている。さらに、多様な創業が促進され、区内産業

が活性化している状態を目指します。 

 １ページおめくりいただきまして、２番の社会ではどのような動きがあったかをご覧ください。 

 主要課題に影響を及ぼす変化等がありました。新型コロナ感染症の収束後も、物価やエネルギ

ー価格の高騰などにより、区内中小企業は原材料費の高止まりや人件費の上昇などの厳しい状況

に置かれています。 

 また、社会情勢の変化に対応するために、設備や人への投資による経営力の強化や環境保全な

どの取組が求められています。 

 雇用については、有効求人倍率等は回復傾向にありますが、中小企業の人手不足は景気が持ち

直していく中で強くなっており、人材の確保が深刻な課題になっています。 

 下の３、成果や課題は何かをご覧ください。 

 中小企業の経営基盤強化・生産性向上の成果として、生産性向上や省エネに係る設備投資のた

めの「現下の経済変動に対応するための設備投資支援補助金」を補助率と予定件数を拡充して実

施いたしました。７８８件の申請がありました。 

 経営相談支援補助は、補助対象を拡大して実施しました。 

 さらに、知的財産の活用、特許や商標の活用を促進するために、セミナーや相談窓口の開設に

加え、令和５年度、２０２３年は特許等の取得に係る費用の助成を行いました。２８件の申請が

ありました。 

 また、就職面接会などの人材確保の支援に加えて、人材強化による企業の事業活動の拡大につ

ながる支援を行いました。 

 今後も、区内中小企業を取り巻く社会情勢、経済状況の変化を踏まえながら、経営力向上や人

材確保などの支援を行う必要があります。 

 多様な創業の促進の成果として、スタートアップ企業をはじめ、創業への社会的な関心が高ま

っていることから創業支援セミナーや創業入門サロンなどをニーズに合わせて開催しました。 

 引き続き、区内における創業の状況や新たなニーズを把握して、効果的な支援を行うとともに、
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区内大学等との連携や支援策を検討していく必要があります。 

 １ページおめくりいただきまして、４番、今後どのように進めていくかをご覧ください。 

 区内中小企業が経済情勢や人手不足等の課題を乗り越えられるよう、資金繰りや生産性向上等

への実効性のある支援を行うことにより、経営基盤の強化を図ります。 

 ＳＤＧｓやデジタルトランスフォーメーションなどへの取組を促進し、競争力の強化と持続可

能な区内産業の振興を図ります。 

 就労支援や企業の人材確保を支援するとともに、リカレントやリスキリングに関する支援を行

うことで、企業の人材強化や区民の職業能力向上を図ります。 

 創業支援事業では、多様な創業志望者を総合的に支援するとともに、スタートアップ企業に対

する支援を行います。また、区内大学等との連携や支援策を引き続き検討していきます。 

 主要課題３０の説明は以上となります。 

 １ページおめくりいただきまして、１０１ページ、主要課題３１、商店街の活性化をご覧くだ

さい。 

 こちらの主要課題の４年後の目指す姿は、地域の特性を生かした魅力的で活気のある商店会活

動が行われ、各商店が創意工夫を積極的に行っている状態を目指します。 

 ページの下側の２番、社会ではどのような動きがあったかをご覧ください。 

 主要課題に影響を及ぼす変化等がありました。 

 コロナ禍においては、来客の減少による売上低下やイベントを見送る状況が続きました。コロ

ナ収束後はイベントも再開され、地域特性を生かしたイベントの実施や商店の販売力向上が求め

られています。 

 １ページおめくりいただきまして、３番、成果や課題は何かをご覧ください。 

 地域特性を生かした商店街の活性化の成果として、コロナ禍において、商店、個店を応援する

ために立ち上げた「文京ソコヂカラ」サイトを活用し、店舗紹介の動画の掲載など、個店の魅力

発信の強化を図りました。この文京ソコヂカラには、６５５件のお店が登録しています。 

 「がんばるお店応援キャンペーン」の第３弾として、消費者還元サービスに係る経費と原材料

費等の購入経費を補助しました。６５３件の申請がありました。 

 商店街のイベントには、エリアプロデュース事業により、専門家を派遣して、イベント再開に

向けた支援を行いました。 

 課題としては、商店街の活性化や維持を図るために、次世代を担う若手人材を育成することや、

古くなった装飾灯、商店街灯の改修や安全点検等の支援について検討する必要があります。 

 ４番、今後どのように進めていくかをご覧ください。 

 商店街エリアプロデュース事業を通じて、商店会の主体的な取組を支援します。文京区商店街

連合会や各商店会の若手人材の活動を継続的に支援することで、次世代を担う地域人材の育成を

図ります。 
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 「文京ソコヂカラ」や商店会のファンである文京アンバサダー、この文京アンバサダーについ

ては、チラシを配付しておりますのでご覧いただければと思います。などを活用した情報発信に

より、商店の利用促進を図ります。販売力向上セミナーなどにより、購買力向上を図ります。 

 古くなった装飾灯、商店街灯の改修及び安全点検等の支援を検討してまいります。 

 主要課題３１の説明は以上となります。 

 １ページおめくりいただきまして、１０３ページ、主要課題３２、区民の消費生活の安定と向

上をご覧ください。 

 こちらの主要課題の４年後の目指す姿は、区民にエシカル消費が広く認知され、時流を捉えた

消費者教育やきめ細かな相談体制が整い、全ての世代が安全・安心な消費生活を持続的に送って

いる状態を目指します。 

 ページの下側の２番、社会ではどのような動きがあったかをご覧ください。 

 主要課題に影響を及ぼす変化等がありました。 

 コロナ禍におけるインターネットを利用した消費行動が続いており、通信販売による契約トラ

ブルの相談が増えています。また、投資や副業に関する相談も増加傾向にあります。 

 １ページおめくりいただきまして、３番、成果や課題は何かをご覧ください。 

 消費者教育の推進の成果としては、新型コロナが５類に移行したことから、消費生活研修会は

定員を１．５倍に増やして実施しました。 

 幅広い世代にエシカル消費を知ってもらうために、ＹｏｕＴｕｂｅによる食品ロス削減とエシ

カル消費の動画配信を行いました。 

 若者や働き盛り世代が自由な時間で学べるように、デジタル機器を活用した環境づくりを行い

ました。 

 近年では、資産運用に関する研修会の希望が多い中、投資や副業のトラブルも多くなっていま

す。今後も時流を捉えた消費者教育メニューや学習環境を作っていく必要があります。 

 消費相談体制の充実の成果としては、新型コロナが５類に移行したことから、相談窓口対応を

完全再開し、相談員による出前講座の希望も多く寄せられました。通販トラブルの事例を基に、

消費者トラブルを未然に防止・解決するための啓発や、若者に特化した事例の啓発を行うことで、

消費相談の認知度向上を図りました。 

 また、消費生活センター公式キャラクター「とらの子マモルくん」を活用したチラシや冊子を

作成して、消費相談室の周知を図りました。「とらの子マモルくん」は、席上に配付させていた

だきました、こちらの資料に出ているキャラクターになります。 

 消費生活推進員においては、消費生活センターのＰＲ動画の作成などを行い、消費者団体にお

いては、子ども向けの研修会などを行いました。今後も、啓発やセンターの認知を図るために、

新たな企画を行っていく必要があります。 

 ４番の今後どのように進めていくかをご覧ください。 
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 消費者教育については、資産運用に関する研修会を充実させるなど、時流を捉えたメニュー開

発や、幅広い世代が受講できるように、対面とＳＮＳを併用して進めていく必要があります。 

 消費者相談においては、オリジナルキャラクターを活用した周知を図ります。 

 消費生活推進員による消費トラブル防止・解決するための啓発活動の場を増やしていきます。 

 主要課題３２の説明は以上となります。 

○平田副会長 説明ありがとうございました。 

 それでは、主要課題３０から３２は関連していますので、１ブロックで行います。何かご意見

等があれば発言をお願いしたいと思いますが、また、前回同様、ご発言される際には挙手いただ

きまして、発言のときに、議事録を取っていますので必ずお名前を言っていただいて、お手元の

マイクのスイッチをオンにして、ご発言をお願いします。 

 発言後は、２人までは大丈夫と伺っているのですが、マイクのスイッチをオフにしてくださる

ようご協力をお願いいたします。 

 それでは、じゃあ３０……。 

 はい、どうぞ。 

○唐澤委員 委員の唐澤です。よろしくお願いします。 

 主要課題３０の中小企業のご支援の話をずっと伺っていて、非常に心強く感じております。 

 私自身は、今もう事業はやっていないんですが、行政からのこういう支援を非常にありがたく

感じていた時期がありましてね。そのときの話をちょっとだけご参考までにお話をしたいと思っ

て、今言っております。 

 東日本大震災があった年から約６年間ぐらい、私は関西のある町といいますか、企業の機械メ

ーカーの社長をやっておりまして、従業員が３５０人ぐらい、売上規模１００億円ぐらいの中小

企業に毛が生えたような、結構大きな組織ではあったんですが、やはり現在、コロナ後の再生と

いうのは問題になっていますけど、そのときはまさにこの震災の後、直後で、少子化に伴う人材

の減少とか、実際のニーズですね、お客様のニーズもガタ減りしたときがありまして、そのとき

に行政、そこの市というのは人口規模が大体４５万人ぐらいで、予算規模が当初予算がどうでし

ょう、２、３００億円あった市だと思います。文京区よりちょっと大きい規模の市なんですけど、

親身になって教えていただきまして、あるいは隣の企業との相談、企業同士ではなかなか相談で

きないので、行政にお願いして輪をつくってもらってフェアを開いて、新しい技術を導入したり、

それから人材の件では外国から連れてくる、来てもらう人をどうやったらなじんでもらえるかと

か、共通の話題が結構ありまして、そういうのに随分ご尽力いただきまして、非常に助かりまし

た。 

 それから、脱炭素化ですか。当時からもうそういう話はありましたから、そういう設備の導入、

あるいは環境装置、大きな大きな電力会社に対する環境基準の遵守するご指導をしていただき、

我々に商売の流れが来るとか、非常にありがたかったので、今見させていただいている主要課題



7 

の３０にいろいろ書かれていることをぜひ推進をしていただけると、実際こういう恩恵を受けた

経験のある者にとっては非常にありがたいことなので、ぜひこれからも力を入れてやっていただ

ければと思います。 

 以上です。 

○平田副会長 お返事はされますか。 

 じゃあ、どうぞ。 

○内宮経済課長 経済課長の内宮と申します。ありがとうございます。 

 まさに景気の動向、経済変動というところでは、直近でも中小企業が抱えている課題は多くご

ざいます。物価高の状況であったり、あとは昨今人手不足のところがやはり大きな課題という形

で、経済課のほうでも認識しておりまして、価格転嫁、人手不足、そういった諸所の課題ですね。

それに合わせて、時勢を捕らまえて、しっかり支援をしていくというところがポイントかなとい

うふうに考えてございます。引き続き、ニーズに合わせて経済施策を展開できるよう努めてまい

ります。 

○平田副会長 それでは、千代委員、どうぞお願いいたします。 

○千代委員 千代です。 

 ９９ページの多様な創業への促進のところで、スタートアップの説明会をやったとおっしゃっ

ていましたけれども、そこに参加できた女性は何割ぐらいいらっしゃいますかということと、あ

と、例えば東大の通り、結構シャッター通りが多いですよね。皆さん、経済力があるから何もし

なくていいと昔聞いたことがあるんですけれども、ああいうところで大学生がたくさんいらっし

ゃるので、何か普通、大学の前ってすごく活気があると思うんですけれど、なかなか本屋さんも

潰れちゃうような状態なので、例えば神保町でやっているようなワンコーナー貸しの貸本屋さん

みたいので自分の好きなものをやるような、そういうものを少しずつ取り入れてやっていければ

いいんじゃないかなと思うんですけど、なかなか起業というと男性が多いような気がするんです

けど、女性でもできるような、例えばオープンキッチンを時間貸しするとか、そういう若い人が

たくさん人口が増えていますので、そういう方にアプローチして、シャッター通りが何か活気の

いく通りになればいいなと常々思っていますので、何か区のほうでお願いできないのかなと思い

まして。 

○内宮経済課長 経済課長です。 

 女性の創業のセミナーであったりとか参加のところの具体的な数は、今手元にはないんですけ

れども、男性に比べて女性が圧倒的に少ないというわけではなく、女性の参加者の方も一定数い

らっしゃっているというような認識ではございます。 

 あとは、スタートアップのところですね。スタートアップを実際やるところの会合というか、

そういったところに行ったときにも、女性の方、結構それなりにというか、確かに男性のほうが

多い印象はあるけれども、女性の方でも創業のところで入ってきている方というのは一定数いら
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っしゃるかなというふうに考えております。 

 文京区でも、今年度からスタートアップに対しての補助事業というのをやっておりまして、今

年度は家賃助成のところですね。あと、経営相談の補助という形でスタートアップの支援事業と

いうのを実施をしております。今、募集を締め切って、４社ですか、お申込みがあったといった

ところで、そういったスタートアップの企業さんの支援というのを継続してこれからも取り組ん

でいくというような状況でございます。 

○千代委員 ありがとうございます。 

○平田副会長 ほかには。 

 というか、先ほどの唐澤委員のお話にすごく触発されまして、区とか自治体と、それから企業

とかお店が一緒になって、今まで独立でやってきたものを、何か震災とか、コロナ禍とか、何か

この社会ってすごくリスクがいろいろあって、急に社会の情勢が変わりますよね。そのときに、

今までつながっていなかったけれども、何かつながることで、すごく助かったお話は今伺ったの

で、概要を理解はしているんですけど、特にこことつながりたいとか、企業だけでは、企業の方

々同士の横のつながりは十分あるので、例えばこういうところとつながりたいとか、そういうの

ってありましたか。 

 すごく最近はＮＰＯもいると思っていまして、ＮＰＯは社会的な活動をして動いていくプロジ

ェクトが多いと思うんですけれども、そういうところもいたりして、何かどういうところとつな

がると面白いかをぜひ唐澤委員のご経験の中から教えていただければと思います。 

○唐澤委員 再び唐澤です。 

 私の経験でいいますと、実はＣｔｏＣというか、かなり機械装置ものの直接の商売だったので、

小売業は全くというかほとんどなかったので、なかなか地域の方とのお付き合いというよりも、

やっぱり巨大な電力会社とか、それから環境基準が厳しくなっているところの環境当局とか、そ

ういうかなりの組織の人たちとの政治的交渉というと何なんですけど、そういう話が特に私の立

場では多かったので、今、副会長おっしゃるような、多岐にわたってのお付き合いというのはあ

まり経験は実はございませんで。ただ、今申し上げたような当局と言われる組織とか、それから

規制の立場の方とか、非常に大手の企業、我々にとっては電力会社さんだったんだけども、そう

いうものとのお付き合いのときに、一企業だけで行ってもなかなか話を聞いてくれないというか、

受入れが弱いときには、あるチームをつくるような、そういうもののお手伝いをしていただいた。 

○平田副会長 なるほど。 

○唐澤委員 その市にですね。その担当市にということはございます。 

○平田副会長 市の役割が、市区町村ですね、市区町村の役割が何か増している感じですね、今

のお話だと。 

○唐澤委員 増している。 

○平田副会長 何というんですか、そこの役割がこれからもすごく強く求められるというか、経
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済的な面からも、今まで、もし当局とかとやり取りされることが多かったと思うんですけれども、

自治体とのつながりも増やしたほうがよさそうなのかなと、今。 

○唐澤委員 それも確かにございますね。私ども、部局がいろいろあったんで、多分そういうと

ころのお付き合いもあったと思うんですけど、私の経験は今言ったような、そういう巨大な部分

にぶつかっていくみたいな役割というか、そこで結構苦労が多かったものですから、今感じてい

るのは、そういうところにお手伝いいただいたというか。 

 それで、実はこれ、我々、利益を享受というと言い方が悪いかもしれないですけど、享受する

側が待っていたら何もしてくれないんですよね。だから、我々から飛び込んでいくというか、そ

ういうことをしていくと、そこの市の担当部局の方は相当強く動いていただけたという印象はあ

ります。 

○平田副会長 今までの常識にとらわれていないで自治体もいろいろな方と手を結ぶ。難しいと

は思うんですけれども、いろんなことを、つなぎ目としての自治体の役割をしていただくとよさ

そうですね、今のお話伺うと。 

○唐澤委員 そうですね。つなぎ目以上にもうやっていただいたし、大きな目で見ますと、企業

収益が上がれば、その自治体に利益が税金という形で戻ってくるわけですから、企業が衰退する

よりも活性化されて利益を上げるということについては、当局の皆さん、当然、我々と同じよう

に考えていただいていますのでね。そこで前へ進むケースというのは結構あるんじゃないかなと。

今まで実例がなくてもやっていただけるということは何回かありましたから、飛び込んでいくと

いう感じは必要かなと思います。 

○平田副会長 そうですね。飛び込むとか、いろいろなキーワードでつながれそうですよね。大

中小を混ぜたりとか、本当に商店街の人とかも参加したりとか、ＮＰＯの人とか、今までの枠組

みの同じような人たちとつながっていたのが、いろいろな方とつながるのも面白いかもしれませ

んね。 

○唐澤委員 おっしゃるとおりだと思います。 

○平田副会長 女性参画の点からもいろいろ入れていただいて、何かキーワードを注入していく

ような感じでやると面白いジョイントができそうかなと思って伺いました。ありがとうございま

す。 

 ほか、皆様いかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○宮武委員 委員の宮武です。 

 商店街の活性化というところに興味があるんですけど、国内旅行するときに、商店街が盛んな

ところと、シャッター街化したところというものの違いがやっぱりすごく見えるんですね。 

 ついこの間、金曜日、私、仙台に行ったんですけど、商店街が大変にぎわっていて、大きい都

市ということもあるんでしょうけど。１年ちょっと前に熊本に行ったときに、やっぱり商店街が
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すばらしかった。かと思えば、あえて、まちの名前は言いませんけど、四国の中規模のところに

行ったときに、もう本当シャッター街化していて、もうそれはひどいなというぐらい。 

教えてほしいんですけど、一般的に、商店街が栄えているところはあるし、シャッター街化し

ているところがあるんですけど、これを分かつものというのは、要素として何があるんでしょう

か。 

 これと関連するのか、しないのか、つい三、四日前、この近く、東京ドームを歩いたのです。

フードコートがえらくにぎわっていて、すごい人がたくさんいて、その日、野球はなかったかと

思うんですけど、片方でそういうことがあります。それは商店街とバッティングするのか、しな

いか。そういう市場経済に任していると、たちまち旧来から商店街が不利になるとかということ

もあろうかと思うんですけど。その辺のざっくりした話を、どなたか解説していただける方がい

たらうれしいなと思います。 

○平田副会長 ありがとうございます。 

○内宮経済課長 経済課長です。 

 かなり難しい質問をいただいたかなという感じではあるんですけれども、商店街として栄えて

いるところ、栄えていないところの分かつ原因といいますか、分析というか、そういうところの

ご質問かなというふうに受け止めております。 

 様々な要因があるとは思います。やはり商店の中で、後継者の問題ですね。事業承継というと

ころもありますけれども、事業自体を継いでいく方をつくることがやっぱり難しいところもあっ

たり、そういったところがまず一つの要因としては挙げられるかなと。 

 あとは商店街で、うちの経済課のほうでやっているエリアプロデュース事業というのがありま

して、商店街の中に、職員と、あと委託している事業者さんと一緒に入って、様々な事業を仕掛

けていくというか、まさにそこの中で若手の人材の育成などもしていくような視野で、プロデュ

ース、町場ごと入っているような形なんですけれども、そこの中で見えてきている感想程度のも

のになってしまうかもしれないんですが、やはり、それぞれの商店街にある特性ですね。地域的

な特性であったり、あとは人材という言い方で言ってしまうとあれなんですけれども、やはり商

店街をこれから盛り上げていこうというところの若手人材がどれぐらいいるかといったところが

一つキーワードというか、ポイントになってくるのかなというふうに感じます。 

 やはり行政側で幾ら支援でという形で入っていっても、当然、商店街側も共に一緒に盛り上げ

ようという形で歯車を合わせていただかないと、そこから先に進めないというか、活性化してい

かないというところがありますので、当然、行政側もしっかりと支援をしていくとともに、商店

街側のほうも一緒に盛り上げていただく、それが一つのポイントなのかな、一つの分かれ目とい

うか、になってくるのかなというのは感じるところでございます。 

 あと、先ほど、ごめんなさい、千代委員のほうからいただいた女性のニーズのところですね。

資料を見て、分かる範囲でになるんですけれど、創業入門サロンというのをやっておりまして、
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その中で、女性向けの創業のサロンという形でやっている会があります。昨年度、令和５年度は

女性向けの事業に１２人の方がご参加をいただいていると。その他のところも、女性含めていら

っしゃるので、例えば第２回は若者向けにやっていて、そこも参加者１３名、多分この中にも女

性いらっしゃったかと思いますが、ごめんなさい、そこは数字がないんですが、あとはミドルシ

ニア向けでも１６名、総合どなたでも参加できるものが１６名という形で、全部で５７名ぐらい

の方に参加いただいていて、確実に女性はその中で１２名いらっしゃるというような状況でござ

います。 

○平田副会長 はい、どうぞ。 

○千代委員 千代です。 

 宮武さんがおっしゃったところ、対面販売があればいいのかなとすごく私は思いますね。 

 今、ネットで買うし、大きい商店街に行って全部買ってくるというのもありますけれど、子育

て中はやっぱり対面販売で、今インバウンドの方もすごく増えていますよね。あと、食べながら

歩く、谷根千みたいにほかから来て、みんな商売やっていらっしゃるけど、多分、文京区って本

当に土地が高いので、なかなかそういう対面販売できるような商店街がなくなっちゃったんです

けれど、やっぱり若い人がいっぱい入ってきているので、対面で、大きくなったねとか、今日は

天気悪いねとか、本当にその一言というのがすごく子育て中なんて助かると思うんですけどね。

元気なところは、そういう商店街じゃないかなと思っています。 

 自分の子育てのときも、やっぱり天ぷら屋さんに行ったり、コロッケを買いに行ったりとかす

ると、ちょっとしたおしゃべりができる。それがやっぱり今考えてみると、とってもありがたか

った。子育て中だと、どうしてもほかの人と関われない感じがあるんですけれど、おばさんにし

ゃべっていただいたりするとすごくよかったというイメージが、本当に急にこの辺は変わっちゃ

ったので、もう本当に商店街がなくなっちゃって寂しいんですけれど、やっぱり逆に新しいのか

なと思います。 

 ネット販売、あと、どこかデパートに行って見てきてネットで安いから買うという、ほとんど

の購買だと思うんですね、今。だから、何か焼き鳥屋さんがあったり、おにぎり屋さんがあった

りすれば、やっぱり人が行くんだと思うんですね。 

 以上です。 

○平田副会長 何かすごくいろんな意見が。 

 はい、どうぞ。 

○宮武委員 ありがとうございます。私……。 

○平田副会長 何か何か聞かれたご感想を。 

○宮武委員 ありがとうございます。宮武です。度々すみません。 

 多分、フードコートではそういうやり取りできないですよね。だから、そことの兼ね合いです

かね。 
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 でも、片や、後継者の話をされて、これはやっぱり深刻かもしれないなと思いました。ありが

とうございます。 

○平田副会長 どうぞ。 

○杉田委員 区商連のほうから来ております、杉田でございます。 

 まず、商店、皆さんを応援していただけるようなお言葉で非常にうれしいところでございます。

また、町会の立場からも、やはり町会の役員をやっていらっしゃる方というのは、商店の方が多

いんですね。やはり２４時間そこにいるということで、やっぱり見守るにしても何にしても、町

会の役をやるのは商店の方が多いというところがありますので、何とか商店主に頑張ってほしい

なと思うんですけど、なかなかこの頃、役員が少なくなっているというのが現状でございます。 

 今申し上げたいことは、こっちのこの本のほうの前のほうには、ちょうどキャッシュレス決済

ポイント還元事業補助というのが入っているんですけども、この１０３ページ、入っているんで

すけども、今度のこちらのほうのゲラ刷りのほうのところはそれが一切抜けているんでございま

すけども、１０２ページの上のこの表でございますけど、区内商店街と商店加入店舗数の推移と

いうことで、こちらのところで、令和３年ぐらいから商店の数が増えている、加盟店が増えてい

るという数字が出ておりますけども、これはもちろん文京区、それから東京都さんの補助をいた

だいてのキャッシュレスポイント還元事業、こちらが増えてきたということで、商店街に入りた

いよ、それから、また商店街がないところでは、区商連に単独加入してでもやりたいよというお

店が増えて、ほかの区では、加盟商店街、区商連の加盟商店街に入っているところ、文京区では

増えているというところが現実でございます。 

 このキャッシュレスポイント還元事業というのは、やはり個人消費の喚起には極めて効果的な

事業でございまして、かなりやはり売上げが上がっていると。それから、プレミアムお買い物券

とか、券を早く行った人が買えるとか、そういうのとは違って、やはり公平に皆さんやっていた

だけるということで、消費者の方の消費喚起にも非常につながって、公平につながっている事業

だと思いますので、還元率、今度、この間の２５日号のあれに、もうすぐ始まる１０％、それか

ら、次に１１月２３日から２０％、これは小さいお店だけですけども、出ておりますけれども、

還元率は低く、例えば１０％であっても、やはりかなりの売上効果がありますので、続けていた

だきたいし、今後、次年度事業をどうするかというところにはできるだけ書いていただければあ

りがたいなというところでございます。 

 それから、あともう一つ、全然関係ないんですけども、特に飲食系に多いんですけどね。この

頃、東京都でも問題になっている、カスタマーハラスメント、カスハラの問題、次のページのと

ころにも若干関係がないかな。消費者のところには若干関係あるのかもしれませんが、区でも、

一番窓口のところ、商店はお客様と接していて、お客様は神様です、これ間違いだと思うんです

よね。お客様はパートナーであると思います。ですから、区のほうでも窓口に来る人は、区民は

神様じゃないですよね。やっぱり区はパートナーですよね。ですから、その辺をもうちょっと運
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動できるように、何かしていただければありがたいなと思います。 

 以上、二つでございました。 

○内宮経済課長 経済課長から。 

 まず、キャッシュレス還元のポイント事業につきまして、区商連さんが実施をしている事業に

ついて、行政のほうが、区のほうから補助をしているという形で、まさに成果のところは今委員

のほうからおっしゃっていただいたとおりで、ここに出ている商店街の加入者の数、あと商店街

自体の数というところの増の一つの大きな要因として、まさにキャッシュレス決済のポイント事

業があるのかなというふうに考えてございます。 

 来年度以降も、どのような形で実施していくか、今年度がこれからという形なので、まさにそ

れをやりながらの議論にはなりますけれども、区商連さんとは引き続き、その事業スキーム含め

て調整させていただきながら、協議しながら、よりよい形で実施できるよう検討を進めていきた

いというふうに考えてございます。 

 もう一点、カスハラのお話をいただいております。経済課のほうで言えることというか、経済

課のほうから考える立場としては、やはり消費者の立場という立場と、あとは企業の立場と、こ

の二つの立場で考えなければいけないかなというふうに思っております。 

 消費者の立場でいいますと、まさにあの正当な申出を萎縮してしまうようなことがないように

しなくてはいけないと。やはりそこの意見はクレームという言い方ではなくて、まさに意見しな

ければいけないところはしっかり意見しなければいけない。クレームが悪いものではないという

ところも一つ考えなければならないというところかなというところと、あとは企業側の立場とし

ては、一方で、不当なハラスメントですね。まさにこれに対しては、毅然と従業員を守らなけれ

ばならない。今現時点は人手不足の問題もございますので、そういった中でしっかりと不当なハ

ラスメントから従業員を守るという努力を努めていかなければならない。この二面性があるかな

というふうに考えているところです。 

 これから、東京都のほうでも指針とかガイドラインを出していくというようなお話も伺ってお

りますので、その辺の情報を得ながら、双方に対して、顧客と、あとは働く人がお互いに尊重し

合えるというところが一つポイントとして重要かなというふうに考えていますので、その辺の周

知を図っていきたいというふうに考えてございます。 

○杉田委員 ありがとうございます。 

○平田副会長 ほかにはいかがでしょうか。 

 唐澤委員、お願いします。 

○唐澤委員 再び唐澤です。 

 今、キャッシュレス事業のお話ありがとうございました。文京区でも何回かやって、私も使わ

せていただいているんだけど、最近、商店側がこれは面白くないんですよという声を聞きまして

ね。手数料を取られるって言っているんですよ、お店の方が。そういう話をお客にあまりしちゃ
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いけないんじゃないかと思うんだけど、もうかっていいですね、これでお客さん多いでしょうと

いう話をしていたら、いやいや、これこれこうで、それが２回目か３回目から何か手数料取られ

るようになったらしいんですよね。詳しく、それ以上は聞いていないんですけど。そうすると、

買う側はいいけど、商店の皆さんは負担があるのかなと思っちゃったりして、それがもし事実じ

ゃなければいいんですけど、そんな印象を持ちました。 

○杉田委員 おっしゃるとおりではあるんですけども、クレジットカードの決済手数料よりはか

なり低いんですね。ですから、これは当然ながら、事業をするに当たって、商店もある程度自分

でそれをやらなきゃいけないというのは、費用負担をしなきゃいけないというのは当然のことだ

と思うので、それもできないような商店は、もう潰れるだけかなと思っております。 

○唐澤委員 分かりました。 

○平田副会長 よろしいですか。 

○横山企画課長 補足します。 

途中から増えたというお話があったんですけども、今回区のほうで採用しているキャッシュレス

決済事業者の最初の時期が、手数料を取らないというキャンペーンをやっていた時期がございま

して、当初は手数料が発生してなかったんですが、その後、先ほどクレジットカードという話も

ありましたが、決済事業者も手数料を取るようなフェーズに入ったので、途中から変わったとい

う経緯はございました。 

○唐澤委員 分かりました。そういう経済バランスが取れた流れであれば、全くあれはありませ

ん。異存ございません。 

○平田副会長 ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。 

○青野代理委員 東京青年会議所の吉原の代理で来ました、委員の青野といいます。よろしくお

願いします。 

 ２点お聞きしたいことがありまして、１点目が、中小企業の人材確保の支援策が、何か具体的

なものがあれば教えていただきたいです。 

 ２点目が、女性活躍のお話があったと思うんですけれども、そちらの特に共働きの世代の女性

ですね。結構、就職も難しいですし、時間が限られていて働けないという人が多いかなというふ

うに思うんですけども、そちらの就職支援だとか、女性の支援をどうやってされているのかとい

うのはお聞きしたいと思います。 

 というのは、私は母が会社の社長をしていまして、中小企業なんですけれども、従業員が今５

０人ぐらいの会社になります。私、これから２代目として引き継いでいく予定なんですけれども、

母は女性で社長をやっているということで、今、私以外が女性の社員になります。結構優秀な社

員が多いんですけれども、結構大企業に行けなくて、弊社に入社しているというところがありま

すので、そういった方がより活躍できる場所にいけるような支援策が何かされているのかなとい

うことが気になっております。よろしくお願いします。 
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○内宮経済課長 経済課長です。 

 女性の採用といったところ、就労の支援というところで、文京区では、中小企業における多様

な人材の地域人材の確保支援事業みたいなものをやっておりまして、ダイバーシティ人材採用、

人材活用事業みたいな形で言っているんですけれども、その中で、まず企業向けに、まさにどう

いうふうに人材を確保していけばいいのかというセミナーをまず受けていただくという形と、あ

と、企業向けだけではなくて、雇用者側ですね。就職を探している方向けにも、どういうふうに

アプローチしていけば、まさに採用できるのかという、この二つのアプローチをかけていって、

人が欲しい企業側と、あと、まさに就職したい方をマッチングさせていくといったような事業を

しております。 

 １年にわたってやっているんですけど、前半期が氷河期世代の方を対象に、下半期のほうが女

性の方々を対象にという形で大きく切り分けて実施をしていると。その中で、女性の方に多くご

参加をいただいている。後半のほうは女性向けという形ですので、氷河期のほうも女性は含まれ

ますけど、主にはメインだと後半のほうで参加いただいているような形です。 

 昨年度も、女性のほう、こちらのほうは、１９人中９人の方が就労決定という形で就労してい

るのと、あと、日本女子大学さんのほうでリカレント教育の課程をやっていて、そちらも１２人

の方がご参加いただいていて、その中で４人の方が就労決定という形をしておりまして、まさに

女性の方の採用のところと企業のところをマッチングさせるという事業を行っております。 

 やはり、特に参加される方々の声としては、やはり中小企業ってどういうものがあるのという

のを結構皆さん意外と知らないというか、そこの中で、あっ、こんな企業があったんだというと

ころでうまくマッチングして、まさに雇用される側も、自分の行きたいところというか、ニーズ

とマッチするし、あと企業側のほうも、本当にいい人がここで見つかったという、両方からいい

お声をいただいているというような事業でございます。 

 あと、ハローワークさんとも共同で様々な面接会のようなものをしておりまして、そこの中で

も、シニア向きであったり、あとは家庭と両立をするためのマッチングというような形での採用

面接会を行ったりと、文京区だけではなくて、ハローワークとともに進めているような事業、そ

ういった形で雇用の促進を図っているところでございます。 

○平田副会長 よろしいですか。 

○青野代理委員 委員の青野です。ありがとうございます。 

 先ほど、唐澤さんもおっしゃっていたんですけれども、企業としては、自分から声を上げて、

区のほうにしっかりと支援を求めるということが大事かなというふうに思いました。ありがとう

ございます。 

○平田副会長 ほかにはいかがでしょうか。 

○新保委員 協会連合会から来ました新保と申しますが、実は杉田さんおっしゃっていたとおり、

町会長をやっているんですが、やっぱり商売をやっているから町会長ができたようなものなんで
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すが、私は細かいことを言っても仕方ないんですが、実は４０年ぐらい寝具店、昔でいう布団屋

さんですね。文京区に、私の高校生、大学行っているぐらいのときは９０軒ぐらい布団屋さんが

あったんですが、今はうちと３軒ぐらいになりましたかね。 

 それはなぜかというと、第一に、要するにスーパーでいっぱい安く布団が売られるようになっ

た。それから、通販で半値ぐらいで売られるようになって、布団屋さんがだんだん衰退していっ

たんですね。 

 私のほうも、５０軒ぐらい、布団屋さんを回っていたんですが、板橋に工場がありまして、布

団を作ったり、そういう製品を作っていたんですが、町場の布団屋さんがどんどん辞めてしまう

ものですから、それで２０年ぐらい前に廃業しましたけど。 

 もう一つ、さっき人材が不足だと。後継者がいないと。それは布団屋さんとか、町場の八百屋

さん、魚屋さんに聞いてみると、子どもが独身のときは小遣いをやっていれば済むんだけど、今

度、結婚する段になると、結婚して生活できるだけの給料を親が払えない。そうすると、どうし

てもお子さんは勤めに出てしまう。勤めに出て、安定した給料をもらえるようにしないと、お子

さんをつくっても養っていけないということで、布団屋さんを辞める方が本当に多かったですね。 

 だから、もう途中でみんな勤めに出ちゃって、それでお父さん、お母さんが年を取って布団を

配達しないといけないので、車の運転ができなくなったり、そうすると、皆さんおやめになって

いましたね。ですから、もうほとんど布団屋さんも、私の工場、もう最盛期は６００工場ぐらい

都内にあったんですが、今は２０ぐらいですかね。２、３０しかなくなった。工場自体も全部通

販と大手スーパーにやられたということで、後継者がいないというのは、一つはそういうことが

あるんじゃないかと私は思っております。 

 以上です。 

○内宮経済課長 来年度のところになりますけれども、まさに事業継承については重たい、重大

な課題だというふうに受け止めておりまして、事業継承するための施策というのを、来年度、一

応予定して考えてございます。 

 その中では、やはり事業継承をどのようにすればいいのかというところ、今まさに委員がおっ

しゃっていただいたような、お子さんに引き継いでいくときの課題であったりとか、あとは設備

関係とかもそうですよね。古くなった機材を新しくするにしても、やはりお金がかかってくると

いったところがございますので、そういった設備面の補助だったり、事業継承するときのポイン

トというか、そういったものをセミナーとしてできないかというのを現在企画しているところで

すので、そういった事業が、何かしら中小企業の皆さんの一助になればというふうに考えており

ます。 

 引き続き、検討して、よりよい事業になるように努めてまいります。 

○新保委員 よろしくお願いします。 

○平田副会長 すごくいいお答えをたくさんしてくださるので、希望が見えてまいりましたが、
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本当に被災地、私は防災なので、どうも防災になっちゃうんですけど、本当に一度被災して、建

物が壊れちゃったら、零細な個人商店の方は、仮設商店街を形成して、本当にお困りで、次の方

がいないので、もう建て直すこともできないというような、本当に急に危機に。それまで地震が

起こらなければ何もなかったのに、商売ががたっと変わって、家も直さなきゃいけない、お店も

やらなきゃいけないということで、今、能登半島の方々はすごい何重にも、あと農村とか、何重

にも決めなければいけないことが一気に押し寄せているんですよね。 

 ですので、ふだんのやっぱりそういう中小企業とか、個人の商店の方をずっと育み、町が一緒

に守っていくような仕組みをふだんからつくっておかないと、物すごく地震が起こって、壊れち

ゃって、誰にも面倒を見てもらえずに全部１人で考えなきゃいけないという方が多くなってしま

うので、何か文京区はすごくおせっかいがすぎるぞぐらいの、みんなで守っているよというよう

なまちになるといいですよね。 

 私たちは、まちの魅力を取り戻すというのが建築まちづくりの仕事なので、それで見ていると、

この文京区は繁華街をやっぱり持っていないので、やっぱり自然と活気あふれるところじゃなく

て、どちらかというと、今、建築やまちづくりでトライしている新しい方法は、まちが持ってい

る物語をもう一度紡いで、そんなにすごく活気あふれるというよりは、オンリーワンで持ってい

るやつを掘り起こしてきて、そこが持つ力をもう一回取り戻すというようなことが、よく、古民

家とかもそういうときには使われるんですけれども、まちの持つ自然と培ってきた歴史とか、そ

ういうものをつくっているので、皆さんがおっしゃってくださった日常の風景の思い出とか、そ

れから本当に布団屋さんとか、あと銭湯が今滅びつつあるので、そういうものを文化としてどう

残すかとか、もしかしたらアートとつながったほうがいいかもしれないんですけど、そういうよ

うな、本当にアイデアをぜひ求めたいと思います。 

 また、大きな企業とか、企業は今度まちと離れちゃっているので、まちとつながる企業を、さ

っき唐澤委員のお話を聞きながら、何か企業がつながってくださらないかなと思って聞いていま

した。 

 なので、ぜひ、そうした今までなかった絆を取り戻しながら、まちとしての記憶を使った新し

いチャレンジを、多分、経済のほうでやってくださって、やっぱり経済が大きいと思いますので、

ぜひ皆さんのほうからも、こういうのがあるんだよということは言っていただければと思いまし

た。 

 私が意見を差し挟んでしまったのですが、皆さんから自由に、ここのところは。消費者トラブ

ルとか、よろしいですか。消費者トラブルのところとか、気になるところは、よろしいでしょう

か。 

 じゃあ、私が何かとどめてしまいましたが、一旦３２まではここまでとして、次、３３から、

今度、文化のところをお願いしたいと思います。 

 それでは、３３からは、３３から３５までと行財政運営についてを関係部長に説明していただ
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きます。二つ、２グループありますので、ご注意ください。 

 なお、行財政運営について説明を聞いていただく際には、資料第６号のほうの令和６年度行財

政運営点検シートもご覧ください。 

 それではお願いいたします。 

○長塚アカデミー推進部長 アカデミー推進部長の長塚です。よろしくお願いいたします。 

 私からは、主要課題３３から３５までご説明させていただきます。 

 まず初めに、主要課題３３番、文化資源を活用した文化芸術の振興について、説明させていた

だきます。 

 ページ数、１０５ページをお開きください。 

 この主要課題の４年後の目指す姿・計画期間の方向性でございますが、多くの区民が、本区ゆ

かりの森鴎外をはじめとする文化人や能楽、かるたなどの文化資源に親しむとともに、その魅力

を認識していただくことを目指してまいります。 

 その下の１、どのような事業で何をしたか、これまでの実績でございますが、文化育成事業、

シビックホールにおける文化芸術活動の促進、文の京ゆかりの文化人顕彰事業及び文京ふるさと

歴史館の特別展、普及事業ということで、記載の事業を通じて主要課題の解決に向けて取り組ん

でおります。 

 次ページ、１０６ページへお進みください。 

 ２番の社会ではどのような動きがあったかについては、この項目につきましては特段の変化は

ございません。 

 次に、３、成果や課題は何かでございます。 

 昨年度開催いたしました全国藩校サミット文京大会では講演会等を通じて江戸時代の歴史等に

触れる機会の創出、湯島聖堂など、区内の文化資源の魅力を内外に発信いたしました。 

 また、シビックホールにおいては、クラシックコンサートなど、多様な文化芸術事業の展開に

より、多くの鑑賞機会の提供に努めてまいりました。 

 一方、能楽、競技かるた関連事業については、より多くの方に関心を持っていただける事業と

することが課題であると考えております。 

 ページをおめくりください。１０７ページでございます。 

 ４の今後どのように進めていくかについては、能楽をはじめとする区内文化資源をこれまで以

上に広く周知するために、鑑賞会、体験教室やマップ作成を行い、区民がより一層文化芸術に親

しむ機会の創出に努めてまいります。 

 また、シビックホールにおいては、文化芸術の発信拠点として、幅広い事業展開を行うととも

に、ホールの付加価値向上、質の高い文化芸術に親しむ機会の充実に努めてまいります。 

 文化資源の再発見に向けては、文京ふるさと歴史館・森鴎外記念館における展示や地域の博物

館等との連携により、区における文化資源の魅力発信に努めてまいります。 
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 次に、主要課題３４番、誰もが観光に訪れたくなるまちの環境整備について、ご説明させてい

ただきます。 

 ページ数は、次ページ、１０８ページからとなります。 

 ４年後の目指す姿・計画の方向性としては、本区の豊富な観光資源を磨き上げるとともに、ス

ポーツや文化芸術分野との連携等を通じて、新たな魅力を創出いたします。 

 また、観光客のニーズに対応した観光案内等により、本区の魅力を内外に発信し、本区への来

訪を促進する取組を推進し、地域活力の向上、区民が愛着や誇りを持てる地域づくりを目指して

まいります。 

 その下、１番のどのような事業で何をしたか、これまでの実績でございますが、観光資源の魅

力創出、情報発信、ボランティア養成に関する各事業、ともにコロナの５類移行を受け、前年度

比で順調に推移しております。 

 １０９ページをお開きください。 

 社会ではどのような動きがあったかについては、昨年５月、新型コロナウイルス感染症の位置

づけが５類に移行されました。これにより、国内外の旅行者数が回復傾向となっております。 

 続きまして、３番、成果や課題は何かでございます。 

 観光資源の磨き上げと新たな魅力の創出については、将来的な祭りの担い手確保等も目標とし

て、「まつりの街、文京」プロジェクトを開始、文京花の五大まつり等の復興に取り組みました。 

 また、全国藩校サミットの開催を記念した「時代まつりｉｎ文京」を開催し、本区の観光資源

を活用した新たな魅力の発信にも取り組んでおります。 

 引き続き、多様な主体との連携により、観光資源の磨き上げに努めるとともに、将来的な祭り

の担い手確保に取り組んでいきたいと考えております。 

 観光情報の発信等による来訪促進につきましては、回復傾向にある観光客に対して、観光ガイ

ドブックのリニューアル、留学生人材を活用した旅マエ情報発信事業を行うとともに、観光ボラ

ンティアガイドによる多様なガイドツアーを実施し、本区の魅力の発信に取り組んでおります。 

 今後については、引き続き多様な媒体を活用した情報発信により、本区への来訪促進等に努め

てまいりたいと考えております。 

 １１０ページをお開きください。 

 今後どのように進めていくかについては、本区を訪れる観光客のニーズに対応するため、観光

協会など、多様な主体との連携による観光資源の磨き上げ、将来に向けた祭りの担い手確保に寄

与する取組を進めてまいります。 

 あわせて、インバウンド需要の高いナイトライフ観光の活性化事業やクイズラリーイベントの

実施により、新たな魅力の創出を図るとともに、来訪促進に向けたＳＮＳなど多様な媒体を活用

した情報発信を進めてまいります。 

 ページを１枚おめくりいただいて、主要課題３５番、都市交流の促進についてご説明させてい
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ただきます。 

 ページ数、１１１ページでございます。 

 ４年後の目指す姿・計画期間の方向性としては、国内外の本区との交流都市を身近に感じても

らい、様々な分野で区民レベルの交流を通じて、本区の魅力を再認識、有事における相互の協力

関係強化、国際理解の促進等を目指してまいります。 

 その下のどのような事業で何をしたか、実績でございますが、国際交流、海外都市交流事業と

しての都市交流フェスタにおいては、シビックセンターと礫川公園を一体とした規模へ拡大した

ことで、来場者は大きく増加しております。 

 その他の事業も、新型コロナ感染症拡大前の水準に戻りつつあり、おおむね順調に実施してい

るところです。 

 １１２ページをお開きください。 

 社会ではどのような動きがあったかについては、世界情勢の影響により、国際交流における人

的交流が制限される可能性がございます。 

 続きまして、３番の成果や課題は何かでございます。 

 海外都市との交流による国際理解の促進については、トルコイスタンブール市ベイオウル区と

の交流について、トルコ写真展、トルコ文化講座を実施し、区民が海外文化に触れる機会を増加

させております。 

 ドイツカイザースラウテルン市との交流では、ホームステイ生徒交換事業を令和５年より再開

しております。 

 また、本年４月には、韓国ソウル特別市松坡区と友好都市提携に向けた覚書を取り交わしてお

ります。 

 文化観光等の交流事業の拡充については、コロナ禍で中止になっていた事業を順次再開し、以

前と同規模まで回復している事業が多いものの、依然として参加者が戻っていないものもござい

ます。 

 １１２ページをお開きください。 

 今後どのように進めていくかについては、国際交流につきましては、オンラインでの交流を実

施しながら、対面での交流再開に向けて、交流都市との関係を強化いたします。 

 また、文化講座等を通じて、区民が国際文化に触れる機会を創出してまいります。 

 国内交流については、都市交流フェスタ等を通じて、自治体間の関係強化に努めてまいります。 

 山村体験交流事業については、利用促進キャンペーンなどにより、参加者にとって魅力的な事

業実施に努めてまいります。 

 私からは以上でございます。 

○横山企画課長 では、続きまして、行財政運営点検シートをご説明いたします。企画課長の横

山でございます。 
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 では、先ほどご案内ございました、資料第６号のほうをお手元にご用意ください。 

 では、１枚おめくりいただきまして、２ページ目をご覧ください。 

 この行財政運営につきましては、すぐに解決や結果が出るものではなく、中長期的な課題とし

て、その時々の社会情勢等を踏まえまして、この計画期間においては、四つの視点から取り組む

べき内容を示しております。 

 その四つの視点の一つ目が、区民サービスの更なる向上です。こちらにつきましては、行政サ

ービスが将来にわたって継続的かつ安定的に提供できるよう、ＩＣＴの活用や、多様な主体との

協働などについての取組を示している項目でございます。 

 続いて、視点の二つ目は、多様な行政需要に対応する施設の整備です。こちらについては、多

様なニーズの変化に柔軟に対応するための公共施設の整備の在り方や国有地等の活用に向けた検

討状況などについて、記載をしてございます。 

 続いて、視点の三つ目、財政の健全性の維持でございます。こちらは、財政運営に関する側面

を記載してございまして、例えば、ふるさと納税の活用の状況などについての記載がございます。 

 そして、最後の視点の四つ目、質の高い区民サービスを支える組織体制の構築。こちらは職員

のワーク・ライフ・バランスの推進と併せて業務効率を向上させて、長時間労働の改善を図るな

ど、質の高い行政サービスの創出につなげる取組を示してございます。 

 では、例示的になりますが、幾つかご説明をいたします。 

 まず４ページ目をご覧ください。 

 先ほどお話しいたしました視点の１番、区民サービスの更なる向上のうち、２番目の最新技術

の積極的な導入と行政手続のデジタル化の推進という項目です。 

 こちらはデジタルの活用ということで、内容としては、マイナンバーカードの活用や「書かな

い窓口」、「行かない窓口」等の取組状況、また、先ほども出ましたが、キャッシュレス決済の

拡充などについて触れているところでございます。 

 なお、表の見方ですが、下段が右と左に分かれておりますが、左側がこれまでの取組状況を示

しており、右側に来年度以降の方向性を示しているものでございます。 

 では、続きまして、１１ページをお開きください。 

 視点の２番目、多様な行政需要に対応する施設の整備という項目ですが、こちらでは、公共施

設についての活用の方向性について、様々な検討状況を示してございます。 

 例えば今お開きいただいております１１ページの真ん中辺りですね。区有施設のところのうち、

湯島総合センターというところがございます。こちらにつきましては、現在建て替えについての

検討を進めているところでございますが、今後の方向性の中では、地域等の声を聞きながら、導

入施設や整備手法の検討を行っていくこととしてございます。 

 また、１枚おめくりいただいて、１３ページをご覧ください。 

 上のところに、国・都有地等という項目がございますが、そちらにあります本駒込二丁目の国
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有地でございます。こちらは昨年国に対し、行政需要として、高齢者や障害者、児童福祉等の施

設の整備について、取得の要望を提出いたしまして、その後、国のほうの審査を経て、区が処分

相手方に決まったところでございます。 

 今後については、具体的な施設について、検討を進めることとしてございます。 

 では、最後に１９ページをご覧ください。 

 視点の３番目、財政の健全性の維持という項目のうち、（４）税外収入の確保・活用というと

ころでございます。こちらはふるさと納税等について触れてございます。 

 ふるさと納税は、寄附する方が自らの意思で寄附金の使い道を選択することができるもので、

本区でも、子ども宅食プロジェクトや文京共創フィールドプロジェクト（Ｂ＋）と呼んでいます

が、こういった事業で社会課題や地域課題の解決を目指して、共感いただけるよう施策を展開し

ているところです。 

 その中で、さらに区の産業の魅力を発信できるような返礼品を増やすことで、施策の充実と併

せて、本区の魅力の発信に努めていることとしております。 

 こういった行財政運営の項目では、先ほども申し上げたとおり、中長期的な視点になりますが、

毎年度、こういった取組状況を確認しながら、取り組むべき方向を見定めておりまして、継続し

て、更なる区民サービスの向上と健全な財政運営が図れるよう、こういった点検シートを作成し、

取組を進めているところでございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○平田副会長 それでは、まずは主要課題３３から３５までのほうを承りたいと思いますので、

挙手の上、ご発言をお願いします。 

 こちらは文化と観光でしたね。あと、他都市との交流についてでございます。 

 はい、どうぞ。 

○新保委員 文町連の新保でございますが、アカデミーさんに少々お聞きしたいんですが、私、

文京区内の高校を出ていまして、そこのブラスバンドをずっとやっていまして、部長もやったり、

ＯＢ会長もやったりしていたんですが、そのブラスバンドが１年に一遍、定期演奏会をするのに、

区内にこんなにいいホールがあるのに借りられないというんですね。敷居が高いのと、金額も高

い。取りあえず使っているのは練馬文化センター、それから川口リリアホール、それから去年は

ティアラこうとう、そういう区のホールを借りているんですが、どうして文京区借りないのと先

生にお聞きしたら、敷居が高い、それから金額も高いし、授業の一環としての金額では借りられ

ないと。それでも私がずっと見ていると、民謡民舞の大会、入場無料とか、そういうのを使って

いるんですよね。そういう方たちは資金があるのかもしれませんが、そういう区内の高校のそう

いう音楽関係のクラブみたいのが、どうして区内にいいホールがあるのに、安価な、多少、安い

割引の金額で貸していただけないのかと、常日頃、私、ＯＢ会の会長をしていましたので、先生

とお会いすると、新保さん何とか言ってよというので、区長とも知り合いなんですが、なかなか
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聞けないものですから、こういう機会に、アカデミーさんに聞いてみようかなと思うんですが、

区内の高校の音楽関係のクラブがシビックホールを使ったりすることは、あまりないんでしょう

か。 

○平田副会長 お願いします。 

○川﨑アカデミー推進課長 アカデミー推進課長でございます。 

 ご質問いただきましたホールですね。本日お越しいただいた、こちらシビックセンターに、二

つホールございまして、１階には大ホールで、大体１，８００人ぐらいのホールございます。２

階にも小ホールというのがございます。こちらは３００人ぐらいのホールとなっております。 

 ご質問いただいたとおり、非常に人気の高いホールでございまして、昨年リニューアル工事、

約２０年たちましたので、リニューアル工事も完成しまして、どちらもほぼ１００％に近い稼働

率ということになっております。 

 金額も、特に大ホールは１，８００人ぐらい入るホールですので、それなりのお値段かなとい

うところはございますが、小ホールであれば、一定程度お借りしやすいお値段になっているのか

なというふうには思います。 

 また、ご覧になった中で、ほかの例えば民謡ですとかそういった大会があったというところで

ございますが、こちらは恐らく区の主催の大会なのかなというふうに思います。民謡であったり

ですとか、踊りであったりですとか、様々、合唱ですとか、そういったものは区の主催の大会で

行っておりまして、こういったものは区が主催して、主管団体さんに運営を任せして、多くの方

に見ていただこうということで、無料になっているというところでございます。 

○新保委員 もう少しよろしいでしょうか。 

 さっき言った音楽、ブラスバンドですが、みんな、板橋でも、川口でも、ティアラこうとうで

も、全部大ホールを借りています。 

 それと、やっぱり１年ぐらい前に予約しないと取れないから、コンサートに行くと、来年はど

こどこでやりますというのがもうプログラムに書いてあったりはします。 

 だから、人気が高いから相当前から申し込まないといけないんでしょうけど、そうやって借り

られるところを先に押さえちゃうから、文京区に聞いてもどうせ無理だろうなと思うから借りて

いないんだと思うんですけど、そういうのをもう少し、学校向けの借りられる、せっかく文京の

地で高校とかそういうのもたくさんあるわけですから、高校には必ずブラスバンドがあるわけで

すから、もうちょっと配慮を願える方法はないのかなと常日頃思っていますので、ご検討をお願

いしたいと思っております。失礼いたしました。 

○川﨑アカデミー推進課長 ありがとうございます。 

 熱いご希望をいただきまして、我々としてもお応えしたいところもございますが、先ほど申し

上げたとおり、非常に倍率が高いということで、皆さんに公平に抽せんを受けていただいている

というところでございます。そこで、なかなか当たらないというところもあるのかなと思います。 
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 あと、音質としては非常に定評いただいているホールですので、いわゆる全国大会の会場にな

ったりもしております。今週末、土日も、本日もやっていたのかな。全国レベルの、たしか吹奏

楽でしたか、大会の会場になっておりまして、非常に多くの高校がいらっしゃっているというと

ころもございます。 

 また、そういう非常に人気のあるホールがあるというところで、じゃあメリットはないのかと

いうところでございますけれども、こちらで協定を結んでいる吹奏楽ですと、シエナ・ウインド

・オーケストラですとか、あと東京フィルハーモニーというところが財団と協力してくれていま

して、区内の中学校、小学校のところに、アウトリーチ活動というところで、実際に音楽を教え

に来てくれると、あるいは演奏を見せてくれるというような活動はしておりますので、ホールが

あることをきっかけに、区内の小学生、中学生には、音楽に親しんでいただける環境につながっ

ているのかなというところでございます。 

○新保委員 ありがとうございました。 

○平田副会長 何かいい知恵が出るといいですね。 

 千代委員、お願いします。 

○千代委員 私、男女平等センターを運営している文女連の千代と申しますが、よくいらした方

に、文京区在住の講演してくださる方はいらっしゃらないんでしょうかと、よく聞かれるんです

けれども、そういう方を知る方法って、どうしたらよろしいんでしょうか。 

 区内在住の方って結構いらっしゃると思うんですけれども、個人情報でなかなかいらっしゃる

方が分からないので、地元の方を推薦していただくとか、教えていただくというのは、どういう

手続をすればよろしいんでしょうか。 

○川﨑アカデミー推進課長 アカデミー推進課長でございます。 

 今、委員のご質問にもあったとおり、なかなか文京区にお住まいというのは個人情報にもなる

ので、例えばじゃあホームページ公開とか、そういったところはなかなか難しいのかなというふ

うには思います。 

 ただ、もしご要望ということでございましたら、個別にご相談いただく中で、ご紹介できる可

能性もございますけれども、なかなか一般公開というのは難しいのかなというふうに思います。 

○千代委員 ありがとうございます。助かります。 

○平田副会長 はい、どうぞ。 

○宮武委員 委員の宮武です。 

 今のお話、面白くて、講演者求むですよね。講演したいという人も、多分、文京区には多いと

思うんですね。大学が多いから。だから、それをあらかじめプールするような制度を文京区とし

てお持ちになって、講演したい人どうぞと、来てほしい人、頼む予定のマッチングサイトみたい

か何か分からないんですけど、リストなんかをおつくりになって、このジャンルの人、このジャ

ンルの人って、そういう運営の仕方って、もしかして今やっておられるとかですか。どうでしょ
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うか。 

○川﨑アカデミー推進課長 アカデミー推進課長でございます。 

 直接、今のご質問の答えになるかどうか分からないですけれども、実際に文京区民の方、非常

に知的好奇心も旺盛でという方が非常に多くいらっしゃって、例えば講座の運営に携わりたいと

か、講座を企画したいという方は非常に多くいらっしゃるというところです。 

 こちらの区の指定管理者の公益財団法人の文京アカデミーというところが先ほどのホールの管

理も含めまして、生涯学習の講座の企画運営などもやっているんですけども、その中で、区民の

方の自主的な運営というところで、インタープリターの方、生涯学習士の方を隔年で養成をして

おりまして、半年程度講座を受けていただくと、認定をするというところをしております。 

 そういったところ、認定を受けた方が自主的に会を持っておりまして、そういった方が文京区

のアカデミーの講座の企画運営を結構幅広くやっていらっしゃいまして、中には、ご自分で講師

をされたりという方もいらっしゃると。あるいは、企画、プロデュースをして講師の方を呼んで

きて、講座運営したりというようなところは、実際にされているというところでございます。 

○宮武委員 ありがとうございます。 

 例えば、今日なんかこれ、委員会やっていて、委員の皆さんの話を聞いていて、もっと聞きた

いと思うような、皆さん、バックグラウンドをお持ちで、多分、講演なんかされたら、単発でお

話ができる人ばっかりじゃないですか。でも、声がかからないから、多分そういう講演会が現実

的にならないかも分からないけど。いや、もしこういうジャンルでこういうことやって、９０分

だったらお話しできますよ、別に謝金要りませんみたいな方は多分多いと思うんですよね。でも、

誰でもというわけにいかないから、ある程度、委員の皆さんとかであれば、バックグラウンドを

公表している方であれば、それは何かそういうリストをお作りになっていて、無償でもいいとい

うことであれば、結構講演に来てほしいというようなニーズに合うんじゃないかという気はする

んですけどね。 

○川﨑アカデミー推進課長 先ほどの回答の続きになるんですけど、先ほどのインタープリター

の方、今年ちょうど、先月ですか、講座が開講しまして、会場は文京学院大学でやっています。

これから年内１２月ぐらいまでにかけて、３か月ぐらいかけて、養成講座が行われると。そうい

う講座の運営に係るところは区内大学の教育ということで、文京学院大学の先生の方とかがノウ

ハウを教えていただいて、最終的に講座につなげていくというところがございます。 

 実際、公開というところにつながるのかどうか分かりませんけれども、そういった、先日、私

も開校式に出席したところ、２０人近くの方が集まっていらっしゃって、非常に文京区民の方、

年代も若い方、子育てを終えた方、あるいは退職をされたけども６０代ぐらいで意欲ある方、例

えば民間企業の経営に携わった方ですとか、本当に非常に多くの方がいらっしゃって、自己紹介

を聞いているだけでも非常に面白いなと、お話も皆さんも非常に上手でした。皆さん、講師をこ

のままできるんじゃないかなという方も結構いらっしゃいました。そういったところの、我々と
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しては先ほど講座というのは、場づくりというところで、場づくりが実際に人づくりにつながっ

て、それが組織づくりにつながっていくというところで、この講座の運営につながっていけばい

いなというふうに、今のところは、私どもとしては考えているというところです。 

○平田副会長 はい、どうぞ。 

○唐澤委員 公募委員の唐澤です。 

 似た話ですけど、文京区の文化資源ですね。主要課題の３３にずっと書かれている、これ、私

は文京来てまだ７年しか、しかというか、７年住んでいるんですけど、非常に文京区は有名な方、

歴史的に。今、現在のお話をされていましたけど、歴史的にも文化人がいらして、この文京区で

やられている文化人の顕彰事業というのは非常に興味がありまして、よく応募させていただくん

ですけど、くじ運が悪いせいか、外れることが結構ございましてね。がっかり、往復はがき、せ

っかく書いたり、送るんだけど、外れたということがありまして、もちろん計画的にやられてい

ると思うんでしょうけども、人気のある、そういうコースは少し人数を増やすとか、回数を増や

していただけるとありがたいなと思います。 

 私の家のすぐ側にも、新渡戸さんの昔の家があったり、本当、横丁横丁にすばらしい方が住ん

でいて、歴史がずっとある、すばらしい地域だなと思いますので、ぜひこれからもそういう事業

ですか、そういうのを頻度を増していただけるとありがたいなという意見です。 

○川﨑アカデミー推進課長 ありがとうございます。 

 文化人の顕彰というところで、ご質問も今いただいたとおり、本当に文京区に関わる例えば文

人をとっても、非常に森鴎外、夏目漱石、樋口一葉、石川啄木と、本当に枚挙にいとまがないと

いうところでございます。 

 この文化人の研修事業も、毎年、テーマを変えまして、例えば協定の締結何周年とか、あるい

は文人の没後何年とか生誕何年、そういう機会を捕らまえて、テーマ設定をしております。 

 なかなか当たらないというのは、本当にすみません、申し訳ありませんというところなんです

が、悩ましいところで、講座の運営といいますと、当然講座を運営するに当たっては、企画段階

から準備ですとか、またあと、やっていただける人というところがございます。我々も公務員で、

職員もおりますけど、そこには限界もありますので、先ほど申し上げたような、地域で意欲のあ

る方を育成して、そういう方たちがどんどん出てくれば、講座の回数も増やせることにつながっ

ていくのかなというふうに思っていますので、努力したいなというふうに思います。 

○唐澤委員 ありがとうございます。 

○平田副会長 唐澤委員がおっしゃったように、やっぱり関心の高い区民が多くて、それから、

さっき教えていただいたように講演ができちゃうような人もいらっしゃるので、全部を区役所に

お任せするのではなく、区民の方が本当に自主的に何かつながって、何かやるといいかもしれま

せんね。 

 特に、私たちは朝ドラの「あさが来た」という番組のときに、すごい数の講演会を文京区とご
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一緒にさせていただいたとき、物すごい倍率だったんですよね。だから、やっぱり人気すぎて、

多分役所のほうが企画するのは企画がいいので、人気なので、外れちゃう方も出ると思うんです

よ。ですが、数を増やすということに関しては、区民の方が積極的に関わってやっていくのも面

白いかなと、今意見を伺いました。 

 千代委員、お願いします。 

○千代委員 千代です。 

 今後どのように進めていくかのところに、森鴎外さんがまた入っているんですけど、ずっとや

っていらっしゃるので、平塚雷鳥とか与謝野晶子とか、女性陣もぜひ入れていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 あと先ほどおっしゃってくださった、在住の方をプールしてマッチングさせてくださる、それ

をぜひやっていただきたいと思います。地元の方をやっぱりもっと活用できれば、すごく区民の

方も喜ばれると思いますので、よろしく。 

 いつもネットで探して、講師をお願いしているんですけど、やっぱり決まった金額しかないの

で、熱意だけで来ていただく。それが今度、事務所に入っていたりすると、本当は８０万円とか

９０万円で、全然お願いすることができませんので、ぜひ、多分、文京区にたくさんいらっしゃ

ると思うんですけれど、先日もお祭りで、肉乃小路ニクヨさんにお願いしたんですけれど、文京

区湯島小学校に通っていたとおっしゃっていたので、ああ、つながりがあったんだと思って、ぜ

ひぜひそういうマッチングをさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○川﨑アカデミー推進課長 アカデミー推進課長でございます。 

 森鴎外のところをご指摘いただきましたけど、森鴎外が多いというのは、森鴎外記念館という

施設が区立でございまして、千駄木にございまして、鴎外のついのすみかになったところが今記

念館になっているというところで、そういった企画が多いというところはございます。 

 ただ、鴎外だけということではなくて、例えば昨年ですと、漱石と絡めた展示をやったりとか、

ちょうど今やっている特別展が、鴎外だけではなくて、明治、大正、昭和の軍人ですとか、文化

人とか、政治家さんとのはがきのやり取りをしてというところで、ある方から１１１枚のはがき

を区に寄贈がございました。そういったところで、文人同士で、見てみると非常に興味深くて。

我々が今、ＳＮＳとかＬＩＮＥとかでやり取りするようなちょっとした日常のやり取りを、そう

いった明治、大正、昭和の文化人の方がやり取りしているという内容が、今、展示されています。

女性の方も含めて、そういったやり取りをしているというのをやっておりますので、ぜひそうい

ったところもご覧いただければと思います。 

 また、マッチングというところで、ご期待があるというところでございます。これは先ほどの

お答えと繰り返しになりますけれども、講座の運営というところは、我々としても取り組んでい

きたいと思いますし、マッチングというのが今すぐできるというお答えではないんですけど、そ

ういったご意見は割と私どもとしても伺いながら、どういったことができるかということを考え
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てまいりたいと思います。 

○千代委員 よろしくお願いします。 

○平田副会長 では、唐澤委員、どうぞ。 

○唐澤委員 唐澤です。 

 話がそれちゃうんですけども、同じ主要課題３３の資料の中に、ふるさと歴史館が、今、トイ

レ洋式化工事を行うとともにと書かれて、ぜひこれやってほしいんですけども、意外とあちこち

に和式トイレがまだ相当残っているんですよね。 

 実は私、４人孫がおりまして、中学、高校生なんですけど、全部違う学校に行っているんです

が、区内のね。学校の事情で設備の話をよく、この会もあるし、聞いているんですけど、空調設

備が入ったとか、いい話もあるんですけど、和式トイレまだあるわよとか、結構四つが四つでも

ないですけど、あれっと思う。孫の運動会へ行ってお借りしたら、あるフロアは全部和式だった

んですね。 

 やっぱり時代がというと何ですけど、予算の問題もあるんでしょうけど、トイレは洋式にした

ほうがいいんじゃないかなと、早めにね、と思います。 

 以上です。 

○横山企画課長 今回、学校の部分については施設を所管する部門がいないので、代わりに私の

ほうからお答えをいたします。 

 詳細は、それぞれの学校の事情、私は詳細は把握してないんですが、学校についても、学校以

外の施設もそうですけれども、当然、老朽化であるとか、時代とともに変化があるような状況に

なっておりますので、順次、計画を立てて、改修なり改築なりというのを進めているところにな

っておりますので、今いただいたお話も含めて、快適に利用できるような方向には進めておりま

すが、なかなかハード整備が非常に時間もかかるというところでございますので、計画的にしっ

かりと進めてまいりたいというふうに思いますので、ありがとうございます。 

○唐澤委員 よろしくお願いします。 

○平田副会長 ３３から３５について、何かほかにはありますでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○青野代理委員 代理委員の青野といいます。 

 １０６ページの３の成果や課題は何かのところで、能楽だとか競技かるたの事業、そちらがよ

り多くの人の関心を得る事業とすることが課題というふうに記載があるんですけれども、先ほど

おっしゃっていたような、森鴎外だとか人気がある方というのは、関心がある方というのは集ま

ると思うんですけれども、こういった関心が特に若い人がないような事業というのは、放ってお

いたら廃れていくのかなというふうに思いますが、例えば区立の小学校、中学校、高校で、そう

いった事業というか、を行うとかということは、何かされているのかなというのが気になりまし

た。 
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 というのも、私の妻の家が、代々宝生流の能楽師でして、私の妻の親の代で継承が途絶えてし

まってということがありまして、それも能楽の人気というかがなくなって、そのように、勤め人

になったという経緯がありまして、そこら辺、どうなっているのかなというのが気になっており

ます。 

○川﨑アカデミー推進課長 アカデミー推進課長でございます。 

 興味がある方というのは、我々も非常に、競技かるたもそうですし、能楽もそうですし、いろ

いろ事業をやって、関連団体にもご協力いただいてやると、非常に多くの親子ですとか、様々、

非常に倍率も高くなっていまして、２倍、３倍というところでございまして、非常に関心は高い

というところでございます。 

 一方で、申し込んでいただくということは、その時点で既に一定の興味があるということでご

ざいます。我々としては、それをさらに広げていきたいと思っていますので、課題としては、ま

だそこに届いていない層にどう届けるかというところになります。 

 まず、競技かるたでいきますと、この１０５ページのところで、どのような事業で何をしたか

というところの文化育成事業の１２３番、③というところに、競技かるた講師の区立学校派遣校

数というのがございます。 

 こちら、学校のご希望に応じまして、全日本の競技かるた協会さんのほうから講師を派遣して

体験をしていただくというところですけれども、２０２２年は３校だったのが５校になったとい

うところで、だんだん増えてきているというところでございます。 

 学校であれば、興味がある子もない子も当然いると思うんですけども、実際にやっていただく

と非常に興味を持っていただけるというところがございますので、そういったところにつながっ

ているのかなというふうに思います。 

 また、能楽ですけれども、こちらは水道橋の近くに宝生会さんの能楽堂があるというところで、

能楽堂ってなかなか全国の自治体にあるところのほうが少ないんじゃないかなというところで、

文京区に特有といいますか、非常に特徴的な場所だというふうに思っています。 

 こちらは、広くするにはというところで、動画の配信ですとか、あと動画を配信で非常に多く

応募が来たのが、解説の声を入れていただいたのが、あるアニメの有名な声優さんだったんです

けども、そうすると非常に多くの応募がございまして、恐らくきっかけとしてはその声優さんを

基に興味を持たれたんだと思うんですけど、実際に能楽を見ていただくというところにはつなが

ったと思います。 

 今のは一例ですけれども、そういう様々なコラボですとか、仕掛けをしながら、より興味を持

っていただくような取組をしたいというふうに思っています。 

○平田副会長 大丈夫ですか。 

○青野代理委員 はい、ありがとうございます。 

○平田副会長 ほかにはいかがでしょうか。 
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 どうぞ。 

○宮武委員 委員の宮武です。 

 ページ、今幾つか見ていて、どこだったか忘れましたけど、文化資源、何ページですか。文化

資源について、ざっくりとしたお話をします。 

 私、大学の教員です。何ページ。 

○新保委員 １０５。 

○宮武委員 １０５ページ。 

○宮武委員 １０５。 

 文京区というところは、大学が大変多いところというイメージがやっぱり私もあるし、多分、

全国的に文京区って大学多いところだよねと、これは知られていると思うんですよね。文京区の

文化資源というときに、やっぱり大学を避けてはいけないと私は思っています。 

 私は自分が大学の教員で、横浜の大学にも勤務しましたし、東京の私立大学にもおりましたけ

ど、横浜の大学にいた時に、「もっと地元との連携をしないのですか」ということを、私、いろ

んな人に、大学の内部の人に聞くんですよ。 

 何でそんなことを聞くかといったら、非常に弱いから。地元を活性化しようということに関心

があるのか、ないのか。あったとしても、それが何かうまくいくような手だてがないのか何かで、

私なんかが思うのは、もっとやったらいいのにと、本当に思います。 

 例えば、キャンパスの中にごく普通の区民が入れるようにするというのは、それぞれ大学の事

情があるから、一概にはそう簡単にはいかないということも分かりますけど、東大なんかは割と

ベビーカートを押している人がいるような雰囲気はあります。他方で、警備員の人が許してくれ

ない大学もありそうだし、様々だと思います。 

 それで、私は思うんですけど、この文京区の文化資源というときに、大学の資産をやっぱりお

借りする。あるいは、大学のほうも文京区とつながりを持って、さらに何かどちらにとってもい

いような効果を生むようなことが、多分できると思います。ただ、それが大学によって事情がそ

れぞれ違うので、Ａ大学のように私たちＢ大学はできませんとか、あると思うんですよ。 

 さっき、今日のセッション、どこか最初のほうで、やっぱり話してみないと分からないよねと

いうところがあって、私は思うんですけど、区長さんか幹部の方が、それぞれの大学の学長さん

か、それに準じる人たち、一応訪問する、あるいは来てもらうようにして、意見交換してはどう

でしょうか。お互い何ができるか、何をしてほしいかというような雑談から始まって、それは個

別でもいいかもしれない何かちゃんと大学という資産がありながら、さっきのブラスバンドの発

表の舞台だって、大学ってホールは幾つもあるかもしれないし、講堂もあるし、何かそれができ

るような気はするんですよね。さっき言った講座だって、いや、うちにこんな名物先生いますよ

とか、この日は学外の人が来てもいいですよみたいなことができるような気が、私はします。 

 大学の中も先生方、いろんな人がいて、いや、もっと地元と付き合おうよとか、学生街を形成
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したいと思っている人もいれば、いや、俺たちはもう世界を相手にしているからそういうところ

はいいんだという人もいるし、様々だと思うんですけど、ダメ元でもいいから、区長さんか幹部

の方が大学と雑談するということをされてはいかがかな。もうしておられると思いますけどね。

そんなことを思いました。 

○川﨑アカデミー推進課長 ありがとうございます。 

 まさに文京区の特徴の大きな一つとして、やっぱり大学が多いというのは非常に大きなところ

だと思います。ほかの地方ですと、大学がなくてぜひ欲しいと言っているような中で、文京区に

は１９の大学が今あります。２３区で千代田区と並んでトップということでございます。 

 その中でも、その１９大学さんとは区としても非常に大事に思っていまして、連携を取るとい

うことで、まさに区長と大学の方が雑談ということで、実は毎年１回、大体１２月頃、今年も１

２月予定ですけど、１９大学の学長と、区長と、あと我々職員も入りまして、懇談会をしており

ます。そういったところで、会議が終わった後はざっくばらんな雑談に移りまして、情報交換を

するというところをしております。 

 また、大学によって、地域連携とかオープンさに温度差があるというのは確かにそうなんです

けども、結構、最近我々が感じているのは、地域連携に積極的な大学さんが、国立、私立問わず

増えているなというふうに思っています。大学さんで多くあるのは、今、地域連携の担当者の方

を置いていただいているということが多くて、我々としても結構相談がありまして、区役所なら

例えばこういう部署で、こういう大学の先生を紹介してもらえないかというのがありますと、例

えば大学の地域担当の連携の担当者に相談すると紹介していただけたりというところでつながり

ができていて、実務担当者との連携の会議は一応年２回やっているというところでございます。 

 一応、区のほうでも実務者が来て、こういうことも困っているんですとか、課題があるんです

と言うと、こういうことができますよというところをご紹介いただいている。 

 あるいは、大学のほうで、大学同士でつながるという例も見受けられます。席がお隣の方同士

で情報交換されたり、会議終わった後は結構、皆さん雑談をしておりますので、そういう貴重な

情報交換の場にはなっているのかなというふうに思っております。 

○宮武委員 宮武です。 

 どうもありがとうございます。そういう努力しておられること、全然知らないまま勝手なこと

を言いましてすみません。ありがとうございます。 

○平田副会長 いかがでしょうか。 

○千代委員 どのようなきっかけで大学さんに声かけたらいいのか分からなくて、今年の祭りも

中央大さんとお茶大の先生に来ていただいて、ワークショップをやっていただいたんですけれど

も、声のかけ方がやっぱり分からなくて、今アカデミーさんが教えてくださったみたいに、そち

らに伺えばよろしいのかなと思いました。 

 結構、いろんなボランティア部とか、いろんなあるんですけれど、連絡の取り方が分からなく
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て、また教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○平田副会長 また可能な形で進めていただければと思います。 

 じゃあ、そろそろ行財政運営に行ってもよろしいでしょうか。 

 じゃあ、行財政運営についてのご質問、ご意見、お願いしたいと思います。 

 かなり、２３区どこも同じだと思うんですけど、何でも屋さんになっておられて、本当に大変

だと思うんですが、だんだん、だんだん職員の方もこれから減っていくんですよね、きっとね。

やはり減っていくので、なかなかよろず屋さんの役割をこのまま果たし続けられるんだろうかと

いうのが防災の面からは考えております。 

 職員の方が本当に自分の事情をさておいて、災害が起こったら皆さんを救ってくださっている

んですよね。それがかなり苦しいので、ほかの被災地外の自治体の職員の方に避難所をお任せす

るような試みも能登半島ではされています。そうした面がこちらにも書いてありますので、別に、

また防災縛りじゃないんですけど、本当に職員の方もやる気を持って、また、何でもやらなくち

ゃいけないみたいなのにしていきますと、やっぱり大変だと思うので、そこら辺に関して、質の

高いサービスを提供できるためのお知恵をお願いいたします。 

 皆様、お考えいただいている間に、私から個人的な、私、委員でないんですけど、私が思って

いることは、１９ページをご覧ください。 

 １９ページじゃなくてもいいんですけど、ちょうどＳＤＧｓが書いてあるので、私は建築の分

野のＳＤＧｓの建築学会の特別調査委員会というのがありまして、そこでＳＤＧｓの進展を学会

を挙げてやっているんですけれども、そこでは、ＳＤＧｓというのは実は２０３０年にゴールを

迎えるんですね。つまり、あと６年間しかないんです。ですが、この６年間で課題を達成し終え

るのかが、意外と、部局をやり玉に上げて恐縮なんですけど、抽象的に書いてあるんだなと思っ

ていまして、そんな６年間で解決するというのも難しい問題なので、まだこの先もやっていかな

きゃいけないのはもちろんなんですが、何かＳＤＧｓとか、カーボンニュートラルとか、もっと

踏み込んでもいいかなと思っているところなので、もうちょっと何かできませんかねというのが

あるんですけど、何かお答えいただけますか。 

○横山企画課長 企画課長の横山です。 

 今ご指摘いただきましたＳＤＧｓの取組、今回からこういった紙面にもしっかりとマークを付

して、後ればせながら文京区でも取組の状況を示しているようなところでございます。 

 我々も、このＳＤＧｓの取組、かねてからいろいろとどうやっていくのかというのは、ご質問

もいただくことが増えてきているんですけども、おっしゃるように、国連のほうでは２０３０年

という期限を区切って、しっかり取り組むべしというふうにやられているところではあるんです

が、もともとこの考え方って、私たち行政が様々な区民サービスをはじめ、いろいろと取り組ん

でいる内容と、方向性は本来合致しているなというふうには考えているんですね。 
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 なので、文京区では、何かＳＤＧｓのために新しいことを取り組みましょうとか、そういうこ

とではなくて、これまでも取り組んできて、これからも取り組むべき課題、様々今回もいろいろ

ページをお示ししていますけども、そういったところとＳＤＧｓがしっかり結びついているんで

すよというのをお示しする形で、取組を見える形にして、それで区民の皆様と共有していこうと

いうような形で進めてまいりました。 

 そういった中で、今お話あったように、脱炭素の取組とか、我々もやりますし、区民の皆様に

もやっていただきたいということを、お伝えしやすいものについては、それをいかにＳＤＧｓと

絡めて示していくかというのは、それでもまだなかなか浸透していないところがあるかと思いま

すけども、マークを示すことによって、気持ちを共有しながら、我々もやるべきことはやります

し、皆様にもやっていただきたいという訴えをしているようなところが、徐々に増えてきている

なというふうに思ってございます。 

 確かに２０３０年に全てが達成できるかというのは非常に厳しいかなというふうに思っており

ますが、取り組む姿勢も必要、大変大事というふうに考えていますので、今後もそういう形でお

示ししながら、新しい目標を設定しつつ、取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○平田副会長 ありがとうございます。 

 私たちが分析していますのは、こうしたマークがつくということは大事。第一段階として、大

事だと思っています。ただマークがつくだけでは、それ以上進まないので、建築学会ではもう一

段階アクションというのをしてみようということで、アクションをどれだけしているかというこ

とを考え始めていますので、アクションの、例えばこういうアクションを起こしている。これは、

私たちは学会なので、教育と研究なんですけれども、あと社会実装もあるんですが、研究機関の

大学がたくさん所属していますので、大学の先生方がどういう教育でアクションを起こしている

かというのを、今把握しつつあります。そうすると、意外と頑張っていまして、大学の中でも先

進的なところは、やっぱりアクションを学生さんに起こしてもらっているんですね。なので、役

所としては、ご自身が頑張るアクションも必要なんですけど、区民を動かすアクションに向けて

いくというのをご一緒にやっていただけると、すごく実際の効果が上がってくるんじゃないかと

思っています。 

 また、ＳＤＧｓに限らなくて、これは脱炭素でも構いませんので、脱炭素のほうがもっと緊急

課題ですので、私たちは危機感があるのですが、そうしたことが現れ始めている、このすばらし

い取組はもちろん評価しますので、もう一段階上がるといいなと思っているところです。 

 これが私のクレームではないですけど、注文、むちゃぶりかもしれませんが、一緒に考えてい

ただきたいなと思っているところです。 

 ほかにはいかがでしょう、行財政。 

 はい、どうぞ。 

○千代委員 千代です。 
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 ＳＤＧｓのところで、本当に小さなことなんですけれども、以前アクリルたわしで食器洗って

いたんですけど、それがマイクロプラスチックで流れていって、海に行って、魚が食べて、それ

を子どもたちが研究したことがあって、すごく流れていくという。今は麻紐で編んだスポンジ代

わりのものを使ったり、ヘチマで使ったり、自分たちの会はやっています。 

 だから、そんなささやかだけども、マイクロプラスチックはとんでもないことなので、やって

いますので、広がればいいなと思っています。 

○平田副会長 ほかにはいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○青野代理委員 代理委員の青野といいます。 

 今、行政運営点検シートを拝見していて、これが、書かれていることが全てできたらすごいな

というふうに率直に思ったんですけども、と同時に、２０ページ、２１ページで組織体制を変え

ていくということで、働き方を改善するというところで、改善するためには、例えば区立小とか

中学校で今されている取組として、例えば塾の先生とか呼んで、一部授業していただくとかとい

うことで、区立小中学校の教員の先生方の時間を確保するとかということをされていると思うん

ですけれども、そのような中、やらないことを決めるというか、やることがたくさんありすぎて

大変な状況になっていると思うので、期限を決めて、どこまでに何をするとかという優先順位を

決めてされていくといいのかなという、意見なんですけれども。 

○横山企画課長 ありがとうございます。企画課長の横山です。 

 今ご指摘いただきました２１ページのところにも、職員と教員の働き方ということで記載をさ

せていただいておりまして、例示として挙げていただいた学校についても、教員の負担軽減とい

うことで、部活の指導員であるとか、スクールサポートスタッフであるとか、そういった様々な

方々に、教員のサポートなり、子どもの教育の支援なりというのを取り組んでいただいて、かな

り学校のほうでもいろんな方にご協力いただくというような動きが始まってきているところでご

ざいます。 

 今お話ありましたように、期限を決めてというところございましたが、こちらのお示ししてい

る行財政運営点検シート、こちらも先ほどご紹介した総合戦略という冊子にひもづいているので、

この総合戦略自体は４年間の目指す姿を掲げることによって、一応そこをゴールとして目指して

いきましょうというような動きをさせていただいています。 

 ただ、冒頭ご説明の際にお話ししたんですが、この行財政運営に関しては、なかなか４年間で

すぐ成果が出るかというところも、これは逆に難しいというふうに考えておりまして、しっかり

期間は見定めつつも、長くかかるところについては歩みを、毎年毎年、進捗を見ていくことによ

って、前進しているところを見ていきたいというふうに考えております。 

 ご指摘のように、しっかり将来を見定めながら進めていきたいとは思っていますが、着実な進

歩が歩めるようにも考えているところでございます。ありがとうございます。 
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○青野代理委員 ありがとうございます。 

 私も文京区民でして、子どもが２人いるので、これからお世話になって、サービスを受ける側

なんですけれども、いろいろ求めることがある一方で、皆さん、行政の方はすごい大変だなとい

うふうに思っております。 

○千代委員 千代です。 

 ここで話していいのか分からないんですけど、職員さんも困っていらっしゃるということで、

今、外国人が、小学校、中学校、増えていますよね。それで、やっぱり言葉の分かる人もいるし、

全然分からない人もいるし、それで授業中、妨害されたり、先生も困っちゃう。その対応がなか

なか難しいらしくて、大きい国の方もいらっしゃるし、小さい国の方もいらっしゃるし、そこが

すごく大変だって、今、中学校でお話を伺ったので、本当に先生方ももっと疲弊しているのかな

と思って。そこに、ここで言うことではないかも分からないけれども、やっぱりサポートの先生

をつけるとか、そういう形にしていかないと、どんどん外国の方が入ってこられて、公立だから

拒みませんよね。だから、そこら辺、すごく危惧しているところがあります。 

○横山企画課長 ありがとうございます。企画課長の横山です。 

 ご指摘のように、外国の方も増えている状況というのは、本区でも見られているところであり

ます。 

 外国の方と一口で言っても、日本語をしゃべれる方もいらっしゃれば、まだ堪能でない方もい

らっしゃるという状況に応じて、日本語を指導するようなスタッフが入っているというところも

ございますので、今後、ますますそういった様々な方がこれは外国の方に限らずですけども、い

ろんな方がしっかりと文京区に入ってこられて、区民として生活されるというところについては、

支えていく必要があるというふうに考えてございます。 

 一方で、お話があったように、区の職員もしっかりと体制が整った上で対応できるような体制

自体が必要だと思っておりますので、いろいろな方のお力を拝借しながらというのは今後必要か

なというふうに思っておりますが、多くの方にしっかりと本区で過ごしていただけるような動き

が必要かなというふうに思っております。 

○平田副会長 ８時２０分になりましたので、そろそろいかがでしょうかということで、私は、

最後の１０分間を使って、皆様から一言ずついただきたいということで、こちらの事務局のスタ

ッフの方たちと打合せしていたのですが、皆さん、よろしいでしょうか、今の行財政運営に関し

ては。 

 じゃあ、ちょうど予定どおり１０分間ぐらいいただけましたので、皆様から１分ぐらいなんで

すけれども、一言ずついただきたいと思います。 

 それで、まず皆様には、皆様は今日で終わりなんですね。ですから、来年度も協議会へご参加

いただくこととなりますが、以上で今年度の本部会における審議は終わります。 

 それで、本協議会に参加してみた、あるいは何かお考えになったことを１人お一言ずつ、１分
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ぐらいでお願いしたいと思うんですけれども、レディーファーストで行きましょうか。じゃあ、

千代委員からぐるっと回りますので、順番にお願いいたします。 

○千代委員 千代です。 

 なかなかここに女性１人しかいなかったので、言いにくいことも前回もありましたけれども、

やっぱりジェンダー平等でやっていますので、続けていって、頑張っていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○新保委員 新保ですが、なかなか私、こういう会議に出るのは初めてなものですから、なかな

か地球温暖化のほうも委員をやっていまして、そちらにも文町連代表で参加しているんですが、

いろいろと勉強になって、この本なんかもなかなか忙しくて中身を見る機会があまりないんです

が、いい機会ですので、真剣に内容を読んでみて、勉強させていただきたいと思いますので、ま

たよろしくお願い申し上げます。 

○唐澤委員 唐澤です。 

 私もあまりこういう経験がなくて、いろいろなヒストリーをお持ちの皆様のお話を聞きながら、

自分が住んでいる文京区の歴史と文化と経済と、それを融合させながら、非常にこの会で勉強に

なることが多かったです。ぜひとも、今日聞かせていただいた意見、またこれが発展していくと

いいなというふうに思っています。 

 それから一つ、先ほども宮武さんからも大学との交流を増やすとか、それから、前回も感じた

んですけど、小中学校を校庭開放から始まって、交流みたいなものがやっぱりもうちょっと何か

できないかなと、先生方の負担を入れないような形でのそういう交流、それが地域の活性化なり、

隣に住んでいる人の顔を知ることから、そういうところに何となくつながっていくような、防災

のほうにも使えるしというので、公立小中の活用、私なりにも少しまた考えて、ご意見させてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○宮武委員 委員の宮武です。 

 このような仕事、本当、私も初めてさせていただきました。 

 ３日間、この委員会で、この分科会では２日ですけど、参加していて、いろいろ勝手なことを

言わせていただきましたけど、大抵私が思うようなことは、職員の方たちは先取りしておられて、

何らかの手は打っておられるということがよく分かりました。 

 ただ、職員の人数が１，９００人と限られています。１，９００人って、しんどいですよね。

でも、本当に質の高い仕事を職員の皆さんがやっておられるということはよく理解できましたの

で、これを私もいろんな人に伝えていこうと思います。 

 私、文京区に来て２０年と少しになるんですけど、ずっとマンション暮らしなんですよ。なの

で、そういう意味で言うと、地域のことをほとんど知らないまま来ているなということを、この

会合を通して、あらためて感じました。 

 今後はもうちょっと、視野を広く文京区を見詰めていきたいなというふうに思います。 
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○平田副会長 どうぞ。 

○青野代理委員 代理委員の青野です。 

 たまたま吉原が来られなくなって、参加させていただいたんですけれども、こういう機会をい

ただけて、すごい勉強になりました。ありがとうございます。 

 私は小学校というか、生まれてからずっと文京区に住んでいまして、小学校も誠之小学校で、

中高は私立に行ってしまったんですけれども、今、文京区に住んでおります。ただ、結構知らな

い情報がたくさん、この２時間でもありまして、自分で自ら勉強しないといけないなというふう

に実感いたしました。 

 自ら情報を求めに行っていくだけではなくて、自ら働きかけて、いろいろな人との交流をする

ことが大事だなというふうに実感いたしました。ありがとうございます。 

○杉田委員 杉田でございます。 

 いつもこの会議に出て思うのは、なかなか役所の方は大変だなと。経済課にいらっしゃった方

が子育て支援課に行っちゃうとか、それから、都市計画にいらっしゃった方がアカデミーに行っ

て専門家になるとかね。これ、専門家になるんだったら、非常に大変だと思う。民間ではあり得

ないことなんですよね。ですから、その辺が役所の方はきついのかなと思いますけども、何かう

まく継承する方法を行政のほうも何か考えるといいのかなと思うのが、この頃でございます。 

○平田副会長 皆様、本当にいい意見をありがとうございました。 

 それでは、一応、最後に次第３がその他なので、その他は、原稿どおり読みますね。 

 本日が基本政策３「活力と魅力あふれるまちの創造」基本政策４「文化的で豊かな共生社会の

実現」についての、令和６年度文京区基本構想推進区民協議会の最後の開催となりますので、こ

れまでの本部会を振り返りまして、私のほうからご挨拶申し上げるというのが、その他の議題で

ございます。 

 もう本当に区民の方に教わるこの会議でございますが、やっぱり町場の意見を聞くのが一番勉

強になる。それがすごく宝物です。 

 それで、私はいろんな分野を文京区の会議に入れていただいて、携わらせていただいているん

ですけど、都市計画とか空き家、防災、それからこちらの何でもありの基本構想のほうの会議に

入っていますので、共通して思うのは、人が宝だなと。すごく文京区の持っている物語の力は、

大学との連携もあります。大学ももちろんあるので、これも生かしていったらいいと思うんです

けど、やっぱり住んでいる方が宝物なんだなってすごく思っていますので、それも宝物なんです

けど、宝物のまま置いていちゃいけなくて、自ら動く方をどれだけ増やせるかというのを毎年の

課題にしています。 

 ですので、皆様自ら勉強していただいて、知識をたっぷりつけていただいたので、今日代理で

たまたま出席しちゃった青野委員も、申し訳ないんですけどアクティビストに入っていただいて、

何か活動してみてください。 



38 

 それで、もう一つは家族にも話していただきたいということです。皆さんはメッセンジャーで

もありますので、お伝えください。 

 私も、こうして学んだことをほかの方に伝えて、その人たちと新しいつながりを生み出すのに 

喜びを感じていますので、防災の面とかは、今までつながってこなかった人たちがつながること

がすごく役に立ったりします。それとか、例えば空き家だったら、空き家の問題は商店街とも関

わっていますし、それから空き家を解決していくには、近隣の方々が不安になるわけですよね。

でも、空き家を解決していくには、結局は、そのまちの方々も一緒になって考えていただくこと

が必要だったり、それで、空き家の国としての解決は国交省が担っているんですけれども、国交

省は、今度はまた新たに手を結ぶ相手として、空き家だけじゃないんですけれども、高齢者の方

が住むところがないということで福祉と手を組むという、新しい、本当に握手する相手を、だん

だん新しくしているんですよね。そうした活動に私も貢献したいなと思っていまして、皆さんに

とっては、空き家、防災、それから子育て、商店街、いろんな問題があると思うんですけど、新

しく手をつなぐ方をぜひ見つけていただければと思います。 

 ぜひ、来年もありますので、来年までの活動を、私ウオッチングしておりますので、来年また

お会いして、一段と強化された皆さんにお会いしたいと思います。 

 本当にこの１０月、集中的にやりましたけど、ありがとうございました。今後とも、来年も成

果を持ち寄りたいと思います。 

 それでは、本当にありがとうございました。この後の進行について、事務局にお返しいたしま

す。 

○横山企画課長 ありがとうございました。 

 本当に我々もいろいろとお話を伺うことができ、それも財産になりますし、こういったなかな

か多くの人数でお話しできるものばかりではないので、人数は限られますけれども、こういった

皆さんに知っていただいた、我々も知ることもできましたし、皆さんにも知っていただいたこと

は、非常に貴重かなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 それでは、事務連絡になります。 

 いろいろと、かなり熱心にご議論いただいたんですけども、まだ審議が足りなかったことなど

もございますかと思います。また、今回のこの部会ではなくて、ほかの部会で取り上げているよ

うな基本政策に関する課題等につきましても、ご意見等ございましたら、前回お配りをいたしま

したが、意見記入用紙というものがございます。こちらのほうにご記入いただきまして、１１月

６日水曜日までに事務局までご返送いただければと思います。また、意見記入用紙だけではなく

て、メール等、任意の様式でも構いませんので、ご意見いただければと思います。 

 なお、いただいたご意見につきましては、こちら所管課のほうに伝えさせていただきまして、

今後の参考とさせていただきます。いただいたご意見は、この協議会の会議資料にもなりますの

で、公開の対象となりますので、ご了承ください。 
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 それから、本日のこういった会議の中の会議録をこれから調製してまいりますが、こちらの会

議録については皆様にご確認いただきますので、後日郵送もしくはメールでご連絡をさせていた

だきますので、皆様のご確認をお願いいたします。確認いただきましたものについては、順次、

区のホームページで公開をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○新名企画政策部長 最後に、事務局のほうから、お礼も込めてご挨拶させていただきます。 

 本日も熱心なご議論ありがとうございました。また、円滑な会議の進行にご協力いただきまし

て、ありがとうございます。 

 おかげさまで、この２回の協議会を無事に終えることができました。これも皆さんのご協力の

おかげかと思っております。 

 本日、様々皆様からいただいた区政についての様々なヒントについては、我々、総合戦略を所

管する企画政策部、それと各事業を所管する所管部とともに共有をして、今後の区政の改善に努

めていきたいと考えております。 

 先ほど、副会長からにありましたとおり、来年度についてもこの会議体は続きますので、引き

続きどうぞよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、ありがとうございました。 

○横山企画課長 お配りしております資料のほうは、ぜひお持ち帰りいただければと思います。

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 


